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横浜港における港湾労働者規制法の史的考察
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1 .はじめに

大森秀雄

（神奈川県労政課）

労働省は，昭和63年2月15日港湾労働法案を国会へ提出し， 4月22日には

衆議院を通過し， 5月11日iζは参議院を通過して同法案は成立した。その内

容は現行港湾労働法（昭和40年法律第120号）を廃止し，新港湾労働法を昭

和64年1月1日から施行しようとするもので，まさに抜本的改正といってよ

カ〉ろう。

現行港湾労働法は，昭和40年6月3日公布され，昭和41年7月1日から全

面施行されたものであるから，同法成立後23年経過後の大改正である。現行

法施行当時は，日本の高度経済成長期の最中で（因みに昭和40年の実質経済
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成長率は10.3%であった。）貿易量の拡大は著しく，昭和36年の夏には全国

的に外国貿易港を中心にいわゆる「船乙みJと称する滞船問題を惹起した。

その原因は，経済成長にみあう港湾施設の不足であったが，港湾労働力の不

足も ζの現象K拍車をかけた結果となった乙とは否定し得ない。乙のような

状況下において，港湾機能の国民経済に果す重要性にかんかみ，国として，

その対策を確立する必要に迫られ，成立したのが現行法である。同法の第1

条（目的）には， 「乙の法律は，港湾運送に必要な労働力を確保するととも

に，港湾労働者の雇用の安定その他港湾労働者の福祉を増進させるため，港

湾労働者の雇用の調整を行ない，もって国民経済の発展に寄与するととを目

的とする。」と記載されている乙とからしでもその目的は自ずと明かであろ

う。同条中にいう「港湾労働者の雇用の調整」の方式は，まず毎年労働大臣

が港湾どとに「港湾雇用調整計画Jを策定する。この計画の主要部分は，港

湾に必要とする港湾労働者数（常用港湾労働者＋日雇港湾労働者）の決定で

ある。公共職業安定所長は，乙の日雇港湾労働者数の範囲内において日雇労

働者の登録と常用港湾労働者の事業者からの届出を受理する。港湾運送事業

者が事業の遂行lζ当っては，まずその雇用する常用労働者で荷役を実施し，

それで不足する場合は，公共職業安定所に日雇港湾労働者に対する求人の申

込みを行う。公共職業安定所は，まず登録日雇港湾労働者を紹介し，登録日

雇港湾労働者によっては，その求人を充足する乙とができない場合に登録日

雇港湾労働者以外の一般日雇労働者を紹介する。登録及び一般日雇労働者の

紹介によっても，なお求人を充足できない場合には，港湾運送事業者は公共

職業安定所の紹介lとよらないで直接日雇労働者を雇用する乙とができる。以

上が現行法上の港湾労働者の雇用調整方式の概要である。

乙れに対して，改正法案ではいかなる方法により労働力の需給調整を行お

うとしているのであろうか。まず，労働大臣は，港湾ごとに「港湾雇用安定

等計画Jを策定する。現行法の「港湾雇用調整計画」が港湾ごとの港湾労働

者の定数策定に主眼を置いているのに対し，改正法案の「港湾雇用安定等計

画Jは，雇用改善，能力開発・向上と港湾労働力の需給調整が主体となって

いる。労働力の需要調整の方法としては，港湾運送事業者が常用労働者を港
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湾運送の業務に従事させようとする時は公共職業安定所長に届け出る乙と

を義務づける。労働大臣は，また港湾乙とに「港湾労働者雇用安定センター」

（以下センターという）を指定する。乙の「センター」の業務は，港湾労働

者に対す職業訓練，雇用管理者に対する研修，事業主に対する雇用管理相談

等を行う ζととなってはし、るが，最大の業務は港湾運送事業者に対する労働

者派遣事業の実施である。 「センター」は，港湾運送事業者から労働者の派

遣を求められたときは，第ーにその常時雇用する労働者を派遣し，その派遣

によっては需要に応じられない場合には，常用雇用労働者以外の者を派遣す

る。乙れによっても，なお需要に応じられない場合は，港湾運送事業者は公

共職業安定所の職業紹介iとより日雇労働者を雇用する乙とができ，さらに乙

れによっても需要に満たない場合は，直接労働者を雇用する可能性も残され

ている。

以上のような方法で国は港湾における労働力の需給調整を実胞し，または

実施しようとしているのであるが，横浜港開港以来，港湾労働力の需給調整

はどのような方式κよって行われて来たのかを主として法的側面から考察す
るのが本稿の目的である。

2.万延元年の御触書

徳川幕府は，安政5年（1858年） 6月19日日米修好通商条約κ調印し，翌

年6月2日横浜港を開港した。 Eさらにその翌年である万延元年（1860年） 3 

月町会所は「波止場人足腰札なく立入禁止Jの御触書を発している＼乙の

御触書の要点は，運上所納屋及び東西波止場で荷物を運搬する人足lζ対し御

願済の渡世の者から腰札を 1人l枚ずつ其の自に限り交付する ζととしたの

で，今後は無礼の者は一切同地域lζ立入ってはならないとするものである。

乙の制度の特色は，腰札の発行が幕府lとより許可を受けた事業者により行わ

れていたととである。従って事業者は特定されるとともに社会的基盤もある

程度確立された者とみる乙とができょう。港湾労働力の需給調整は，乙れら

独占的事業者の責任においてすべて実施されたのである。独占的体質は，外
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国人貿易商の苦情となりl' やがて慶応2年7月1日から施行された新税則

の中で、その是正がはかられる乙ととなる l～波止場人足に対し，其の日限り

で交付された腰札から，雇用形体は日雇であり，賃金支払い等の労務管理や

貨物の紛失・破損等lζ伴う責任体制の確立に利用されていたものと推測され，

腰札が直接労働力の需給調整IL関与していたとは思えない。

j主山神奈川県県史編集室「神奈川県史資料編10」 （神奈川県＇ 1978) p.535. 

(2）横浜市「横浜市史第2巻」 （有隣堂 1982) p.384. 

(3) 同上「横浜市史第2巻Jp.500. 

3.人足会所の廃止

明治6年2月3日づけで神奈川県は，従来人足会所において発行していた

人足鑑札は，同会所を廃止する乙とlとかんがみ今後は町会所において発行す

るζととしたので，人足会所におけると同様遅滞なく鑑札料を納入すべしとの

布達を行っている＂ ＇。人足会所は，明治元年lζ鈴村要蔵外数名が協議し，町

会所の認許を受け波止場前へ創立したものといわれている ，2,0 しかし，経年

とともに，当時の人足会所は，取締上逐次其の弊害を伴ってきたので，明治

6年2月限りでζの会所を廃止し，町会所IL.おいて人足鑑札を下附して，乙

れが登録者だけを採用使役する制度とした れ。

乙の人足会所の業務内容については，その資料が不足のため明確にする乙

とは不可能である。しかし江戸の下層細民の対策の一環として幕府が開設

した「日傭座Jの機能や神戸港において明治4年7月に設置された「仲仕会

所」 「日稼人足会所Jの機能から類推を試みてみよう。

「日傭座Jは，寛文5年（1665年） 3月lζ江戸市中に2箇所設置された。

幕府が地元の有力者2名l乙命じて設立したもので，日雇者は，日傭座会所へ

1カ月24文の札役銭を支払って札を受取り，傭価もその指示Iζ従う乙ととなっ

た。日傭座は，換言すれば幕府が民間人に日傭者の取締りを請負わせたもの

で，行政的・警察的性格のほか株的な性格を有する組織であった。 「日傭座J
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のその後の運営は，必ずしも円滑に運営されてはいないが，その原因は口入

れを行った者からのみ札役銭を徴収するのではなく，日雇労働lζ従事する者

すべてを徴収の対象としたため，キL役銭をまぬがれようとする日雇との角逐

がすべてあったtI• o 

兵庫県が制定した神戸港の「仲仕会所Jと「臼稼人足会所」の規則では，

仲仕や日稼に従事しようとする者は，まずそれぞれの会所にー朱を支払って

鑑札を受け，さらに月々仲仕従事者は100文，日稼従事者は，自宅住いの者は

100文，人足会所に附属する部屋住み（入寮者）は l貫100文を納入する乙と

lζなっている。納入された経費は， 会所の必要経費に充当されるが，部屋住み

の者の支払った l貫100文のうち l貰は，寝具代， 三食代，入浴料等の生活

費lζあてられている。会所規則では， 1m鑑札での稼業を禁止するとともに，

貨物の注意取扱，裸体での就業禁止，休日や病気休業の取扱し、等にわたり列

記しているが，会所が口入稼業を実施するか否かについては全く触れていな

0
 

5
 、’

L
V
 

幕府及び兵庫県が実施した「日傭座」や「仲仕会所J 「日稼人足会所Jの

共通的施策は稼業をしようとし，文は現lζ稼業中の者すべてを対象lとして鑑

札を交付し，交付を受けた者から金銭を毎月定額納付させていたζとである。

また，乙れらの座や会所は， i収締り的性絡が強く，一部に労働力需給調整の

機能を有していたとみるべきであり，横浜港の人足会所もほぼ同様の機能を

もった施設と考えられる。

人足会所を廃止した明治6年2月からわずか半年後の同年9月，神奈川県

は鈴村要造，石川繁蔵，石川政吉の3名lζ対し，外国人雇入口入営業を許可

した乙とを布達したとされている“。乙れは，人足会所を廃止したため，鑑

札交付と口入業の双方の事業を停止させられた上記3名に対し，口入業を復

活公認した布達と思われる。

注（1）神奈川県立図書館「神奈川県史料第一巻J（神奈川県図書館.1965) p.611. 

(2）横浜市「横浜市史稿（風俗編） J （償浜市.1932) p.672. 

(3）向上「儲浜市史稿（風俗編） J p.673. 
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(4）南和男「江戸の社会機造」 （塙書房.1969) p.267. 

(5）兵庫県「兵庫県史料24J明治4年7月6日 第176.

(6）太田久好編「横浜沿革誌J復刻版（有隣堂.1969) p.103. 

4.人足稼業取締規則の布達

147 

明治8年1月16日神奈川県は「人足稼業取締規則Jを布達した '110 乙の規

則の前文から同年以前から人足稼業をする者には免許鑑札制度が適用されて

いたζとが伺えるが，乙の鑑札制度は，明治2年9月から租法として徴収を

開始した人足鑑札料月 4銭の乙とであろう屯。

人足稼業取締規則の第一則第一節では，人足稼業の定義づけを行っている

が，その職種は，車力，軽子，＊場，茶焔，荷造，諸i敵手伝，土方，材木取

扱，外国船日雇の9種に及んで・いる。人力車牽夫，客船運送船稼業の者の中

に上記9種に類する者があっても，その稼業については，別l乙取締規則があ

るので，乙の規則lから除外する旨の規定を同規則中に見る乙とができる。上

記9種の職種の指定により当時の人足のほとんどが対象になったのであろう。

ついで交付の手続きであるが，稼業をしたい者は町会所または町用扱所へ

願出る乙ととし，その願書には本人の印鑑のみならず，願出人の家族環境等

lとより店受人，戸主，家主，雇用主，父兄等の連印を必要とした。願出を受け

た町会所，町周扱所では，名前年齢，生国，本籍寄留のl.Jlj，住居地番，家主

の氏名，雇用主氏名等を調査し問題がない場合K鑑札を交付していた。この

ように厳しい出願方法を取ったのは，当時全国から多数の人々が流入し風紀

治安対策が行政の重要課題となっていた乙とを反映して，可能な限りその流

入を抑制しようとした乙とと，万一問題が発生した際の連帯責任を問う乙と

のできる体制の確立を目的にしたものと思われる。

免許交付に際しては， l人1カ月 4銭の割合いで6カ月分24銭を前納しな

ければならなかった。明治8年1月～6月間の県税収入金調書lζよると，神

奈川県はζの聞に602円40銭収入しており れ，乙れを 1人24銭として計算す

ると2510名の者が鑑札の交付を受けていた乙とKなる。
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鑑札を所持しない者の人足稼業を禁止しているが，規則中に雇用主に対

する規定がない乙とから当然の乙とながら全く規制は行われていない。人足

稼業取締りの実効を期すため，同規則では11項目にわたり罰則を設けている。

免許鑑札のない者で人足稼業をした者，同鑑札を貸借した者等lとは l円50銭

以下の過怠謝金を徴収する乙ととし，また免許鑑札の不携帯，外観から鑑札

の携帯が判然としない者，鑑札の返納理由があるにもかかわらず返納しない

者には75銭以下の過怠謝金を課している。その他，労働とは直接関係のない

婦女子への葦恥心をお乙させるような高声を発する乙と，波止場や橋の附近，

または人家の軒下等に集合して雇用を待つ乙と等を禁止し，乙れに違反した

場合lζは，75銭以下の過怠謝金を課す乙ととなっている。

j主（1）神奈川県立図書館 「神奈川県史料第一巻」 （神奈Jll県立図書館.1965) p. 703. 

(2) 向上「神奈川県史料第一巻」 p.27.

(3) 向上「神奈川県史料第一巻」 p.66.

5.人足受負営業千人足取締規則の公布

明治22年4月神奈川県は「人足受負営業千人足取締規則l」を公布した'11 0 

同規則にいう人足受負営業とは，横浜港lと停泊する船舶や揮発物貯庫等より

貨物の揚げ卸しを行い，または波止場において種々の雑役に従事する人足の

受負をする乙とと定義されている。現行の港湾運送事業法lζいう港湾荷役事

業とほぼ同様の事業と考えられる。その営業をしようとする者は，所轄の警

察署へ願出て免許を受けなければならない。免許を受けた者は，免許受領の

日から 5日以内に100円の身元保証金を所幣警察署lと預託しなければならな

し、。

営業者lとは，組合の設立が義務づけられ，組合に加入しないで営業はでき

ない。組合には，営業者名簿と人足人名簿を備え，必要理由発生の都度，加

除訂正を行う乙とが定められており，組合は営業者の身元証明lζ基づいて組

合の詮明のある縦3寸横2寸の木製鑑札を人足に交付する乙とになっている。
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また，営業者は，同鑑札を所持しない人足を使用する ζとを禁じられた。

一方人足稼業をしようとする者は，営業者の証明を得て組合の鑑札を受け

なければ稼業ができず，稼業中は当該鑑札を外部から見て判然、とするよう所

持する乙とが義務づけられている。その他，治安・風俗対策として，街路上

iζ仲立・俳個する乙とを禁じ，作業中の服装の規制，団結して他の妨害をす

る乙と等を禁じているのは「人足稼業取締規則」と同様で・ある。

明治8年施行の「人足稼業取締規則Jと本規則を対比してみると，最大の

相違点は営業者を取締りの対象としたζとである。特に身元保証金制度を採

用した乙とは，営業者を規制する乙ととなった原因が伺える。

また，営業者lζ対し，鑑札を所持せざる人足の使用を禁じ，人足iζ対しで

も同様無鑑札者の稼業を禁じて，形式的には相対取引により雇用関係が成立

する方式ながら，その聞に一定の制約を加えている。人足鑑札の交付に際し

て，身元証明を営業者lと行わしめる ζとにより，治安対策の一端を営業者K

担保させると同時に人足鑑札発行に限度を期待したのではないかと考えられ

る。

注（1）神奈川県公報明治22年4月26日第243号 県令第28号。

6.他港における港湾労働者規制法

横浜港における港湾労働者の規制法の変遷について考察してきたが，その

内容を吟味するため，他港との対比を行ってみたい。

当時横浜港と貿易額において対比される港湾は神戸港であるが，兵庫県は

明治30年11月20日「仲仕業保護取締規則Jを公布した 11'0 その概要は，沖仲

｛士，荷揚仲仕，；龍仲仕，石仲仕，車仲仕は，組合を結成してその拠出により

積立金を徴収し，組合員が負傷したり疾病にかかった場合の救護対策が主体

である。その対象者を特定するため，乙れ等仲仕は所轄警察署から鑑札を受

領する乙ととなっている。神戸港における最初の港湾労働者に対する規制が

仲仕の保護を目的としたものであった乙とは注目に値しよう。そのほか，治
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安・風俗対策として， 警察 ・雇用主・監督者の指俸命令lζ従う乙と，喧嘩口

論瑚弄の禁止，醜体の露出や鑑札の不携帯や貸借を禁止している。

兵庫県は，明治32年6月10日「仲仕業取締規則Jを公布し，同年7月l日

から施行するとととした2'0 施行に伴L、前記の「仲仕業保護取締規則」は廃

止された。

乙の規則の対象となる業種は，沖仲仕，荷湯仲仕，鳶仲仕，石仲仕，車仲

仕，石炭仲仕とし，乙れら仲仕の請負業をしようとする者と仲仕をしようと

する者に分割して規制する ζととしている。受負業者は免許制，仲仕稼業者

は鑑札制とし，各々所轄の警察署から願出lとより免許と鑑札が交付される。

ただし，仲仕稼業をしようとする者は，受負業者の組合長の連署を必要と し

ている。受負業者は組合を結成しなければならず，加入しないで営業する乙

とは禁止されている。組合規約の中には，病傷者救護の方法を規定する乙と

となっており，乙の点では， 「仲仕業保護取締規則j」を踏襲している。

稼業者lζ対しては， 喧嘩口論や見苦しき風体をするととを禁止し， 鑑札は

稼業中必ず携帯し貸借を禁じている乙とは「仲仕業保護取締規則Jと同様で

ある。

横浜港において施行されていた「人足受負営業千人足取締規則Jと比較し

て特異に思われる点は労働力の需要・と供給を結合する方式が本規則から全く

欠落している乙とである。受負業者の免許制，仲仕稼業者の鑑札制により身

元や営業基盤はある程度保証される効果は期待されるものの，営業者lζ1m鑑

札の仲仕の雇用を禁止する条文のない規則では，乙の仲仕鑑札にどのような

効果を期待したのであろうか。

注（11 兵庫県報第596号明治30年JO月20日 兵庫県令第62号。

(2）兵庫県報第698号明治32年6月10日 兵庫県令第25号。

7.人夫請負営業及人夫取締規則の公布

明治44年10月23日神奈川県は「績浜港人夫請負営業及人夫取締規則Jを制
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定公布した lに 同規則の公布に伴い明治22年4月公布の「人足受負営業千人

足取締規則JJを廃止している。上記の両規則を対比検討してみるとまず労働

者lζ関する規定では，明治22年規則で労働者の呼称を「人足Jとしていたの

を明治44年の規則では「人夫」と改め，人夫の種類を甲種と乙種の2種類lζ

分類している。甲種人夫とは，特定の人夫請負営業者に常用として雇用させ

る者であり，乙種人夫とは臨時日雇の形態で雇用される者である。 ζれらの

人夫になるためには，甲種人夫は営業者と連署した願書を横浜水上警察署へ

提出，乙種人夫は，人夫請負営業者組合の認印を受けた願書を同じく横浜水

上警察署へ提出して， それぞれ鑑札の交付を受ける乙ととなった。明治22年

の規則では，鑑札は営業者組合から交付されていたのであるが， 44年規則で

水上警察署が直接鑑札を交付する方式に改めたので、ある。

人夫lζ対する規制は，鑑札の携帯義務を課し，貸借の禁止は明治22年規則

と同様であるが，風俗違反の条文が大幅に減少してわずか一項となり，それ

に反して船舶内での各種違反行為取締りの項目が増加しているのが注目され

る。

人夫請負営業をしようとする者は，明治22年規則では，所轄警察署へ願出

て免許を受けなければならなかったのであるが，明治44年規則では，横浜水

上警察署へ願出て許可を受ける乙とに変更された。港湾における労働力規制

の主管官署が一元化されたが， 営業者が設置する福祉施設（人夫溜場・寄宿

所） Iζ対する規制は，従来どうり所轄警察署が実施するとととなっている。

人夫請負営業者には，鑑札を持たない人夫の雇入れを禁止し，人夫救護等

を目的とする組合の設立を規定し，乙れに加入する乙とが義務づけられてい

る。

以上が明治44年規則の概要であるが，時代の変化に伴い多少の改正は行っ

たものの，規則制度の基本的思考はほとんど変化していない。

なお，神奈川県は，大正 6 年10月 2 日県令第69号 ，~ ， 及び昭和 3 年 9 月 1 日

県令第97号 ：1,lとより，それぞれ同規則の一部改正を行っている。

前者は，船舶において荷役，掃除， 錆落し等iζ従事する人夫請負営業者と

沿岸lζおいて鮮船の中の貨物の積卸に従事する人夫請負営業者とは別個lと組
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合を設立する乙とが認められたものであか後者は，筏人夫と筏人夫請負営

業者もとの規則の適用を得け，同時lζ筏人夫請負営業者組合が沖人夫及び沿

岸人夫請負組合と別個lζ組合の設立が認められたものである。

注（1）神奈川県公報号外（明治44年10月23日）神奈川県令第66号。

12）神奈川県公報第511号（大正6年10月2日）神奈川県令第69号。

(3）神奈川県公報第172号（昭和3年9月4日）神奈川県第97号。

8.おわりに

横浜港開港以来の港湾労働者lζ対する規制法の変選を考察してきたが，乙

れらの規制諸規定に基づく港湾労働力の需給調整機能は極めて薄弱である。

まずその法規が労働者のみを拘束する規定であったり，例え営業者と労働者

の双方と拘束する規定であっても，それぞれ個々に独立して両者を結合調整

する条文が欠落している場合が多L、。何故に乙のような規定が制定されたの

であろうか。

幕末から明治初年にかけて，農村において土地を失った農民は労働力需要

の見込める都市とくに港湾築造や荷役の仕事のある横浜や神戸等へ流入して

きた。また，下級武士層や卒族は急速に零落して，都市貧民層化し不熟練の

肉体労働者として労働力供給の有力な給源となった。短期間に乙のような労

働者が急激K増加した横浜や神戸には，犯罪，非行，貧困等の社会問題が発

生した。乙れらの治安対策の一環として成立したのが，人足取締りの諸規定

であった。その観点からすれば労働者のみを対象とした規定の成立は肯定さ

れるのみならずむしろ当然であった。貧民層の流入そのものが治安対策上の

問題であったから人足稼業をする者の身元保証を厳重に行わせて鑑札を交付

し，鑑札所持者以外の者を他へ排出する乙とを第一の目的としている。また，

市内における好ましからざる社会現象のーっとして，街頭に労働者が多数集

合する ζとによって派生する交通上，衛生上，景観上の諸問題を防止するた

め，路上の仲立俳佃を禁止している。外国人から強く指摘されていた裸体，
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ハダシ，ホホカムリ等異様な風体をする乙とを禁止し，稼業lζ際しては，半

天，股引，ズボン等の着用を強制し風俗対策を実施している。

以上のように，横浜や神戸において労働者は，風俗・治安対策上取締るべ

き対象であって，活用し得る労働力を有する人間とは見られなかったのであ

る。

規定は続いて営業者をその取締りの対象としているが，その経過は横浜・

神戸港とも共通の原因であると乙ろが興味深い。

横浜港では，明治22年規則ではじめて営業者を取締対象としたのであるが，

営業免許交付後5日以内K当時としては大金の100円の保証金を笹察署に預

託する乙ととし，万一，その手続を行わない者の免許は失効する乙ととなっ

た。乙の条文から逆lζ推測すれば，当時の営業者の中lζは，労働者に賃金を

支払わず，荷役中の貨物の紛失・破損lζ伴う損害賠償を行う能力のない者が

相当出現していた乙とが伺える。また神戸港で「沖仲仕の周旋者は，需要な

き自に於いては彼等を保護する乙となく，道途lζ餓死するも棄てて顧みず <I'J 

「浜仲仕頭寅吉は，利益塑断の悪行ありと批難され，遂に犯法の所為ありて

入獄tJ 「ニッケJレ及び‘松記の使用する沖仲仕賃銀は，一日拾八銭乃至六拾

銭の定めなれども拾八銭以上支給する乙と稀なり：J'J等の状況が継続発生

したため営業者を取締りの対象としたものであろう。いずれにしても，不法

行為を行う営業者を排除する目的で規制を加えた乙とは明らかである。

労働力需給調整の条文を欠く規定が公布された第二の理由は，適格な営

業者と労働者が並列的に存在していれば貨物取扱上の信用保証は可能であり，

また，自然発生的に需要供給の調撃が行われるとした考え方である。あるい

は，乙のような考え方はなかったかも知れないが，営業者が存在すれば労働

者は雇用され，その乙とで一件落着とする考え方からは需給調整の思想は発

生しない。さらに，乙れら規則にいう営業者・受負者の定義であるが横浜港

の明治22年規則では「人足の受負J明治44年規則では「人夫の供給を為すを

業」とする者，神戸港の明治32年規則では「稼業者の受負Jをする者とそれ

ぞれ定義されている。営業者の真の事業内容は，横浜港明治44年規則lζいう

「人夫供給業」であって，港湾貨物の運送事業ではない。従って，営業者は，
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船主 ・荷主からの労働需要に対する供給者としての立場であって，労働力の

需要者の立場にはない。そ乙で要求される能力は，労働力の調達供給能力で

あり，同能力の一方策として封建的労働組織の維持利用が必要であった。

規定欠落の第三の理由は，労働力需要と供給バランスから発生する理由で

ある。現行労働法が昭和36年以降発生した労働力供給不足に伴って成立した

乙とはすでに述べたとおりである。逆説的にいえは＼労働力供給過剰時代に

は日本経済の阻害要因とならなかっただけで，港湾労働に問題がなかったの

ではない。むしろ数多くの問題，例えば一雇用の不規則性，低賃金，ボス支

配等ーの問題を内在していたにもかかわらず社会的には問題化しなかっただ

けである。港湾における労働力需給調整の無策から生ずる問題点は労働者個

人の特性に帰納させられてきた。 「常用雇用をきらう軽薄な特異気質」の持

ち主であり，その怠惰性や無能力が問題とされる乙とが多く，立法措置を伴

うような社会的に重要問題化する乙とにはならなかった。乙のように問題化し

なかったと乙ろに乙の問題の本質的背景があると考えられるのである。

注（1) 開港30年記念会編「神戸開港30年史上巻」明治31年5月6日.p.407. 

(2) 向上

(3) 開港30年記念会編「神戸開港30年史下巻」明治31年10月25EI.p.622. 


